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医薬発0911第１ 号  

令和６ 年９ 月11日  

 

都道府県知事  

各  保健所設置市長  殿 

特 別 区 長 

 

 

厚 生 労 働 省 医 薬 局 長  

（ 公 印 省 略 ）  

 

 

「 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を 改正する 法律の施行期日を 定め

る 政令」、「 大麻草の栽培の規制に関する 法律第十三条第四項の規定によ り 納付すべ

き 手数料の額を 定める 政令」 及び「 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部

を 改正する 法律の施行に伴う 関係政令の整備に関する 政令」 の公布について 

 

 

大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を 改正する 法律の施行期日を 定め

る 政令（ 令和６ 年政令第281号。 以下「 施行期日令」 と いう 。）、 大麻草の栽培の規制

に関する 法律第十三条第四項の規定によ り 納付すべき 手数料の額を 定める 政令（ 令

和６ 年政令第282号。 以下「 手数料令」 と いう 。） 及び大麻取締法及び麻薬及び向精

神薬取締法の一部を 改正する 法律の施行に伴う 関係政令の整備に関する 政令（ 令和

６ 年政令第283号。 以下「 整備令」 と いう 。） については、 本日別添のと おり 公布さ

れたと こ ろ です。  

こ れら の政令の主な内容は下記のと おり ですので、 御了知の上、 貴管下市町村、

関係団体、 関係機関等へ周知徹底いただき ま すよ う お願いし ます。  

 

 

記 

 

第１  施行期日令の内容 

大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を 改正する 法律（ 令和５ 年法律

第 84 号。 以下「 改正法」 と いう 。） の施行期日は令和６ 年 12 月 12 日と し 、 改正

法附則第１ 条第２ 号に掲げる 規定の施行期日は令和７ 年３ 月１ 日と する こ と 。  
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第２  手数料令の内容 

１  大麻草の栽培の規制に関する 法律（ 昭和 23 年法律第 124 号） 第 13 条第４ 項

の政令で定める 手数料の額は、 大麻草研究栽培者の免許を 申請する 者にあっ て

は１ 万 2900 円、 大麻草研究栽培者の免許証の再交付を 申請する 者にあっ ては

5500 円と する こ と 。（ 本則関係）  

２  こ の政令は、 改正法の施行の日（ 令和６ 年 12 月 12 日） から 施行する こ と 。

（ 附則関係）  

 

第３  整備令の内容 

１  麻薬及び向精神薬取締法施行令（ 昭和 28 年政令第 57 号） の一部改正（ 第１

条関係）  

  所要の規定の整備を 行う こ と 。  

２  麻薬、 麻薬原料植物、 向精神薬及び麻薬向精神薬原料を 指定する 政令（ 平成

２ 年政令第 238 号） の一部改正（ 第２ 条関係）  

   ⑴ 題名を 「 麻薬、 麻薬原料植物、 向精神薬、 麻薬向精神薬原料等を 指定する

政令」 に改める こ と 。  

⑵ 麻薬及び向精神薬取締法（ 昭和 28 年法律第 14 号） 別表第１ 第 78 号ロ の

政令で定める 量は、 油脂（ 常温において液体である も のに限る 。） 及び粉末に

あっ ては 100 万分中 10 分の量、 水溶液にあっ ては１ 億分中 10 分の量、 こ れ

ら 以外のも のにあっ ては 100 万分中１ 分の量と する こ と 。  

⑶ 麻薬及び向精神薬取締法第２ 条第２ 項の規定に基づき 、 化学的変化（ 代謝

を 除く 。） によ り 容易に同法別表第１ に掲げる 物を 生成する 物と し て、 ６ ａ ・

７ ・ ８ ・ 10ａ ―テト ラ ヒ ド ロ ―１ ―ヒ ド ロ キシ―６ ・ ６ ・ ９ ―ト リ メ チル―

３ ―ペン チル―６ Ｈ ―ジベン ゾ［ ｂ ・ ｄ ］ ピ ラ ン ―２ ―カ ルボン 酸及びその

塩類並びに６ ａ ・ ７ ・ 10・ 10ａ ―テト ラ ヒ ド ロ ―１ ―ヒ ド ロ キシ―６ ・ ６ ・

９ ―ト リ メ チル―３ ―ペン チル―６ Ｈ ―ジベン ゾ［ ｂ ・ ｄ ］ ピ ラ ン ―２ ―カ

ルボン 酸及びその塩類を 指定する こ と 。  

⑷ その他所要の改正を 行う こ と 。  

３  その他 

  その他関係政令について所要の規定の整備を 行う こ と 。  

４  施行期日等 

⑴ こ の政令は、改正法の施行の日（ 令和６ 年 12 月 12 日） から 施行する こ と 。

（ 附則第１ 条関係）  

⑵ こ の政令の施行に関し 必要な経過措置を 定める こ と 。（ 附則第２ 条から 第

４ 条まで関係）  

 



政
令
第
二
百
八
十
一
号

大
麻
取
締
法
及
び
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、
大
麻
取
締
法
及
び
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
八
十
四
号
）
附
則

第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

大
麻
取
締
法
及
び
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
は
令
和
六
年
十
二
月
十
二
日
と
し
、

同
法
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
期
日
は
令
和
七
年
三
月
一
日
と
す
る
。

別添



政
令
第
二
百
八
十
二
号

大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
の
額
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、
大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）
第
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

大
麻
草
研
究
栽
培
者
の
免
許
を
申
請
す
る
者

一
万
二
千
九
百
円

二

大
麻
草
研
究
栽
培
者
の
免
許
証
の
再
交
付
を
申
請
す
る
者

五
千
五
百
円

附

則

こ
の
政
令
は
、
大
麻
取
締
法
及
び
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
八
十
四
号
）

の
施
行
の
日
（
令
和
六
年
十
二
月
十
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。



政
令
第
二
百
八
十
三
号

大
麻
取
締
法
及
び
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る

政
令

内
閣
は
、
大
麻
取
締
法
及
び
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
八
十
四
号
）
の
施

行
に
伴
い
、
並
び
に
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
）
第
二
条
第
二
項
、
第
三
十
二
条
第
二
項

及
び
別
表
第
一
第
七
十
八
号
ロ
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
二
条
第
四
十
号
」
を
「
第
二
条
第
一
項
第
四
十
号
」
に
改
め
る
。

第
一
条
の
二
第
一
項
中
「
麻
薬
営
業
者
は
、
法
第
三
十
二
条
第
二
項
」
を
「
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
麻
薬
営

業
者
等
（
次
項
に
お
い
て
「
麻
薬
営
業
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
同
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
麻
薬
営
業

者
」
を
「
麻
薬
営
業
者
等
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
号
中
「
大
麻
及
び
」
を
削
る
。



（
麻
薬
、
麻
薬
原
料
植
物
、
向
精
神
薬
及
び
麻
薬
向
精
神
薬
原
料
を
指
定
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

麻
薬
、
麻
薬
原
料
植
物
、
向
精
神
薬
及
び
麻
薬
向
精
神
薬
原
料
を
指
定
す
る
政
令
（
平
成
二
年
政
令
第
二
百
三
十
八

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

麻
薬
、
麻
薬
原
料
植
物
、
向
精
神
薬
、
麻
薬
向
精
神
薬
原
料
等
を
指
定
す
る
政
令

第
一
条
中
「
別
表
第
一
第
七
十
五
号
」
を
「
別
表
第
一
第
七
十
七
号
」
に
改
め
、
第
七
十
号
及
び
第
七
十
一
号
を
削
り
、

第
七
十
二
号
を
第
七
十
号
と
し
、
第
七
十
三
号
か
ら
第
百
六
十
二
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
四
条
を
第
五
条
と
し
、
第
三
条
を
第
四
条
と
し
、
第
二
条
を
第
三
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
濫
用
に
よ
る
保
健
衛
生
上
の
危
害
が
発
生
し
な
い
量
と
し
て
政
令
で
定
め
る
量
）

第
二
条

法
別
表
第
一
第
七
十
八
号
ロ
の
政
令
で
定
め
る
量
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
物
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

め
る
量
と
す
る
。

一

油
脂
（
常
温
に
お
い
て
液
体
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
粉
末

百
万
分
中
十
分
の
量

二

水
溶
液

一
億
分
中
十
分
の
量



三

前
二
号
に
掲
げ
る
物
以
外
の
も
の

百
万
分
中
一
分
の
量

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
麻
薬
と
み
な
し
て
法
の
規
定
を
適
用
す
る
物
）

第
六
条

法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
物
を
化
学
的
変
化
（
代
謝
を
除
く
。
）
に
よ
り
容
易
に
法
別

表
第
一
に
掲
げ
る
物
を
生
成
す
る
物
に
指
定
す
る
。

一

六
ａ
・
七
・
八
・
十
ａ
―
テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ
―
一
―
ヒ
ド
ロ
キ
シ
―
六
・
六
・
九
―
ト
リ
メ
チ
ル
―
三
―
ペ
ン
チ
ル
―

六
Ｈ
―
ジ
ベ
ン
ゾ
［
ｂ
・
ｄ
］
ピ
ラ
ン
―
二
―
カ
ル
ボ
ン
酸
及
び
そ
の
塩
類

二

六
ａ
・
七
・
十
・
十
ａ
―
テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ
―
一
―
ヒ
ド
ロ
キ
シ
―
六
・
六
・
九
―
ト
リ
メ
チ
ル
―
三
―
ペ
ン
チ
ル
―

六
Ｈ
―
ジ
ベ
ン
ゾ
［
ｂ
・
ｄ
］
ピ
ラ
ン
―
二
―
カ
ル
ボ
ン
酸
及
び
そ
の
塩
類

（
輸
出
貿
易
管
理
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

輸
出
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
二
一
の
三
の
項
中
「
第
二
条
第
七
号
」
を
「
第
二
条
第
一
項
第
七
号
」
に
改
め
る
。

（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
等
の
一
部
改
正
）



第
四
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
大
麻
取
締
法
」
を
「
大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

一

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
十

一
号
）
第
二
条
第
一
号

二

公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
法
律
を
定
め
る
政
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
百
四
十
六
号
）
第
三
十
五
号

三

再
生
医
療
等
の
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
二
百
七
十
八
号
）
第
三
条
第
一
号

（
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
九
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
二
十
八
条
第
一
号
中
「
第
八
号
」
を
「
第
七
号
」
に
改
め
る
。

（
国
立
大
学
法
人
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

国
立
大
学
法
人
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



二

削
除

（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

地
方
独
立
行
政
法
人
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
条
第
一
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

削
除

（
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

十
六
条
第
一
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

削
除

（
携
帯
音
声
通
信
事
業
者
に
よ
る
契
約
者
等
の
本
人
確
認
等
及
び
携
帯
音
声
通
信
役
務
の
不
正
な
利
用
の
防
止
に
関
す
る
法

律
第
八
条
第
一
項
第
二
号
の
罪
を
定
め
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
九
条

携
帯
音
声
通
信
事
業
者
に
よ
る
契
約
者
等
の
本
人
確
認
等
及
び
携
帯
音
声
通
信
役
務
の
不
正
な
利
用
の
防
止
に
関
す



る
法
律
第
八
条
第
一
項
第
二
号
の
罪
を
定
め
る
政
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
百
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

（
独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
条

独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
二
百
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
及
び
二

削
除

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成

二
十
年
政
令
第
三
百
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
第
十
一
号
を
削
り
、
第
十
二
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
十
三
号
か
ら
第
二
十
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ

る
。



（
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
施
行
令
（
平
成
三
十
一
年
政
令
第
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

七
条
第
一
項
第
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

七

大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）
第
二
十
七
条
（
同
法
第
二
十
四
条

第
二
項
及
び
第
三
項
（
同
条
第
二
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
罪

第
七
条
第
二
項
中
第
九
号
を
削
り
、
第
十
号
を
第
九
号
と
し
、
第
十
一
号
か
ら
第
四
十
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ

る
。第

八
条
第
一
項
中
「
第
十
三
号
」
を
「
第
十
二
号
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
中
「
第
十
四
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
」
を
「
第
十
三
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
第
二
項
中
「
第
二
十
一
号
」
を
「
第
二
十
号
」
に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
中
「
第
十
三
号
」
を
「
第
十
二
号
」
に
、
「
第
二
十
一
号
」
を
「
第
二
十
号
」
に
改
め
る
。

附

則



（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
大
麻
取
締
法
及
び
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
六
年

十
二
月
十
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
係
る
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正

化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
令
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
、
第
十
八
条
、
第
二
十
条
、
第
二

十
一
条
及
び
第
二
十
八
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務

の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
七
条
第
四
号
に
掲
げ
る
行
為
は
、
新
令
第
十
七
条
第
六
号
に
掲
げ
る
行
為
と
み
な

す
。

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
に

伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
係
る
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を

利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
令
」
と
い
う
。
）
第
一



条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童

を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
一
条
第
十
一
号
に
掲
げ
る
罪
は
、
新
令
第
一
条
第
十
七
号
に
掲
げ
る

罪
と
み
な
す
。

（
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
係
る
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
施

行
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
令
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
、
第
八
条
第
二
項
及
び
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
施
行
令
（
次
項
に
お
い
て

「
旧
令
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
罪
（
新
令
第
七
条
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
罪
に
相
当
す
る
も
の

を
除
く
。
）
は
、
新
令
第
七
条
第
一
項
第
九
号
に
掲
げ
る
罪
と
み
な
す
。

２

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
係
る
新
令
第
七
条
第
二
項
、
第
八
条
第
一
項
、
第
十
七
条
、
第
二
十
七
条
第
二
項
及

び
第
三
十
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
旧
令
第
七
条
第
二
項
第
九
号
に
掲
げ
る
罪
は
、
新
令
第
七
条
第
二
項
第
十
号

に
掲
げ
る
罪
と
み
な
す
。



大
麻
取
締
法
及
び
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令

新
旧
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照
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○

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
五
十
七
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
特
定
麻
薬
向
精
神
薬
原
料
）

（
特
定
麻
薬
向
精
神
薬
原
料
）

第
一
条

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第

第
一
条

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第

一
項
第
四
十
号
の
政
令
で
定
め
る
麻
薬
向
精
神
薬
原
料
は
、
次
の
と
お
り
と

四
十
号
の
政
令
で
定
め
る
麻
薬
向
精
神
薬
原
料
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

す
る
。

一
～
十
八

（
略
）

一
～
十
八

（
略
）

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
一
条
の
二

法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
麻
薬
営
業
者
等
（
次
項
に

第
一
条
の
二

麻
薬
営
業
者
は
、
法
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
項

お
い
て
「
麻
薬
営
業
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

に
規
定
す
る
事
項
の
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で

同
項
に
規
定
す
る
事
項
の
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
省

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
譲
受
人
に
対
し
、
そ
の
用
い

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
譲
受
人
に
対
し
、
そ
の

る
同
項
前
段
に
規
定
す
る
方
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」

用
い
る
同
項
前
段
に
規
定
す
る
方
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方

と
い
う
。
）
の
種
類
及
び
内
容
を
示
し
、
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
承

法
」
と
い
う
。
）
の
種
類
及
び
内
容
を
示
し
、
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ

諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
得
た
麻
薬
営
業
者
等
は
、
当
該
譲
受
人
か
ら

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
得
た
麻
薬
営
業
者
は
、
当
該
譲
受
人
か
ら
書

書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
行
わ
な
い
旨
の

面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
行
わ
な
い
旨
の
申

申
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
譲
受
人
か
ら
、
法
第
三
十
二
条
第
二
項
に
規

出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
譲
受
人
か
ら
、
法
第
三
十
二
条
第
二
項
に
規
定

定
す
る
事
項
の
提
供
を
電
磁
的
方
法
に
よ
つ
て
受
け
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ

す
る
事
項
の
提
供
を
電
磁
的
方
法
に
よ
つ
て
受
け
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し

し
、
当
該
譲
受
人
が
再
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
し
た
場
合
は
、
こ
の

、
当
該
譲
受
人
が
再
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限

限
り
で
な
い
。

り
で
な
い
。

（
精
神
保
健
指
定
医
の
診
断
の
方
法
）

（
精
神
保
健
指
定
医
の
診
断
の
方
法
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

法
第
五
十
八
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
精
神
保
健
指
定
医
の

診
断
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定

め
る
方
法
に
よ
る
診
査
を
し
、
そ
の
結
果
を
総
合
的
に
判
断
す
る
こ
と
に
よ

つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
号
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
の
診
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査
は
、
そ
の
必
要
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
き
は
、
省
略
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

一

麻
薬
（
あ
へ
ん
を
含
む
。
次
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
の
施
用
に
起

一

麻
薬
（
大
麻
及
び
あ
へ
ん
を
含
む
。
次
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
の

因
す
る
身
体
の
異
常
の
有
無
及
び
程
度

問
診
、
視
診
、
触
診
、
聴
診
及

施
用
に
起
因
す
る
身
体
の
異
常
の
有
無
及
び
程
度

問
診
、
視
診
、
触
診

び
打
診
並
び
に
禁
断
症
状
の
観
察
を
行
う
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
脳
波
検
査

、
聴
診
及
び
打
診
並
び
に
禁
断
症
状
の
観
察
を
行
う
ほ
か
、
必
要
に
応
じ

、
肝
機
能
検
査
、
禁
断
症
状
誘
発
検
査
そ
の
他
の
検
査
を
行
う
。

脳
波
検
査
、
肝
機
能
検
査
、
禁
断
症
状
誘
発
検
査
そ
の
他
の
検
査
を
行
う

。

二
～
五

（
略
）

二
～
五

（
略
）
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○

麻
薬
、
麻
薬
原
料
植
物
、
向
精
神
薬
及
び
麻
薬
向
精
神
薬
原
料
を
指
定
す
る
政
令
（
平
成
二
年
政
令
第
二
百
三
十
八
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

麻
薬
、
麻
薬
原
料
植
物
、
向
精
神
薬
、
麻
薬
向
精
神
薬
原
料
等
を
指
定

麻
薬
、
麻
薬
原
料
植
物
、
向
精
神
薬
及
び
麻
薬
向
精
神
薬
原
料
を
指
定

す
る
政
令

す
る
政
令

（
麻
薬
）

（
麻
薬
）

第
一
条

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一

第
一
条

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一

第
七
十
七
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
物
を
麻
薬
に
指
定
す
る
。

第
七
十
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
物
を
麻
薬
に
指
定
す
る
。

一
～
六
十
九

（
略
）

一
～
六
十
九

（
略
）

（
削
る
）

七
十

六
ａ
・
七
・
八
・
十
ａ
―
テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ
―
六
・
六
・
九
―
ト
リ
メ

チ
ル
―
三
―
ペ
ン
チ
ル
―
六
Ｈ
―
ジ
ベ
ン
ゾ
〔
ｂ
・
ｄ
〕
ピ
ラ
ン
―
一
―

オ
ー
ル
（
別
名
デ
ル
タ
九
テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ
カ
ン
ナ
ビ
ノ
ー
ル
）
（
分
解
反

応
以
外
の
化
学
反
応
（
大
麻
取
締
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
四

号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
大
麻
草
（
次
号
に
お
い
て
単
に
「
大
麻
草
」
と

い
う
。
）
及
び
そ
の
製
品
に
含
有
さ
れ
て
い
る
六
ａ
・
七
・
八
・
十
ａ
―

テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ
―
六
・
六
・
九
―
ト
リ
メ
チ
ル
―
三
―
ペ
ン
チ
ル
―
六
Ｈ

―
ジ
ベ
ン
ゾ
〔
ｂ
・
ｄ
〕
ピ
ラ
ン
―
一
―
オ
ー
ル
を
精
製
す
る
た
め
に
必

要
な
も
の
を
除
く
。
）
を
起
こ
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
る
も
の
に
限

る
。
）
及
び
そ
の
塩
類

（
削
る
）

七
十
一

六
ａ
・
七
・
十
・
十
ａ
―
テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ
―
六
・
六
・
九
―
ト
リ

メ
チ
ル
―
三
―
ペ
ン
チ
ル
―
六
Ｈ
―
ジ
ベ
ン
ゾ
〔
ｂ
・
ｄ
〕
ピ
ラ
ン
―
一

―
オ
ー
ル
（
別
名
デ
ル
タ
八
テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ
カ
ン
ナ
ビ
ノ
ー
ル
）
（
分
解

反
応
以
外
の
化
学
反
応
（
大
麻
草
及
び
そ
の
製
品
に
含
有
さ
れ
て
い
る
六

ａ
・
七
・
十
・
十
ａ
―
テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ
―
六
・
六
・
九
―
ト
リ
メ
チ
ル
―

三
―
ペ
ン
チ
ル
―
六
Ｈ
―
ジ
ベ
ン
ゾ
〔
ｂ
・
ｄ
〕
ピ
ラ
ン
―
一
―
オ
ー
ル

を
精
製
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
を
除
く
。
）
を
起
こ
さ
せ
る
こ
と
に
よ

り
得
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
そ
の
塩
類

七
十
～
百
六
十

（
略
）

七
十
二
～
百
六
十
二

（
略
）
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（
濫
用
に
よ
る
保
健
衛
生
上
の
危
害
が
発
生
し
な
い
量
と
し
て
政
令
で
定
め

る
量
）

第
二
条

法
別
表
第
一
第
七
十
八
号
ロ
の
政
令
で
定
め
る
量
は
、
次
の
各
号
に

（
新
設
）

掲
げ
る
物
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
量
と
す
る
。

一

油
脂
（
常
温
に
お
い
て
液
体
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
粉
末

百

万
分
中
十
分
の
量

二

水
溶
液

一
億
分
中
十
分
の
量

三

前
二
号
に
掲
げ
る
物
以
外
の
も
の

百
万
分
中
一
分
の
量

第
三
条
～
第
五
条

（
略
）

第
二
条
～
第
四
条

（
略
）

（
麻
薬
と
み
な
し
て
法
の
規
定
を
適
用
す
る
物
）

第
六
条

法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
物
を
化
学
的
変

（
新
設
）

化
（
代
謝
を
除
く
。
）
に
よ
り
容
易
に
法
別
表
第
一
に
掲
げ
る
物
を
生
成
す

る
物
に
指
定
す
る
。

一

六
ａ
・
七
・
八
・
十
ａ
―
テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ
―
一
―
ヒ
ド
ロ
キ
シ
―
六
・

六
・
九
―
ト
リ
メ
チ
ル
―
三
―
ペ
ン
チ
ル
―
六
Ｈ
―
ジ
ベ
ン
ゾ
［
ｂ
・
ｄ

］
ピ
ラ
ン
―
二
―
カ
ル
ボ
ン
酸
及
び
そ
の
塩
類

二

六
ａ
・
七
・
十
・
十
ａ
―
テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ
―
一
―
ヒ
ド
ロ
キ
シ
―
六
・

六
・
九
―
ト
リ
メ
チ
ル
―
三
―
ペ
ン
チ
ル
―
六
Ｈ
―
ジ
ベ
ン
ゾ
［
ｂ
・
ｄ

］
ピ
ラ
ン
―
二
―
カ
ル
ボ
ン
酸
及
び
そ
の
塩
類
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○

輸
出
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
第
二
（
第
二
条
、
第
四
条
、
第
十
二
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
二
条
、
第
四
条
、
第
十
二
条
関
係
）

貨
物

地
域

貨
物

地
域

一
～
二

（
略
）

（
略
）

一
～
二

（
略
）

（
略
）

一
の
二

一
の
二

二
一
の

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
八

（
略
）

二
一
の

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
八

全
地
域

三

年
法
律
第
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
第
七
号

三

年
法
律
第
十
四
号
）
第
二
条
第
七
号
に
規
定

に
規
定
す
る
麻
薬
向
精
神
薬
原
料
そ
の
他
の

す
る
麻
薬
向
精
神
薬
原
料
そ
の
他
の
麻
薬
又

麻
薬
又
は
向
精
神
薬
の
原
材
料
と
な
る
化
学

は
向
精
神
薬
の
原
材
料
と
な
る
化
学
物
質
と

物
質
と
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の

し
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の

二
二
～

（
略
）

（
略
）

二
二
～

（
略
）

（
略
）

四
五

四
五
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○

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
十
一
号
）
（
抄
）
（
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
法
第
五
条
第
三
号
ニ
の
政
令
で
定
め
る
法
令
）

（
法
第
五
条
第
三
号
ニ
の
政
令
で
定
め
る
法
令
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

法
第
五
条
第
三
号
ニ
の
政
令
で
定
め
る
法
令
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

一

大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第

一

大
麻
取
締
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）

百
二
十
四
号
）

二
～
十
二

（
略
）

二
～
十
二

（
略
）
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○

公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
法
律
を
定
め
る
政
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
百
四
十
六
号
）
（
抄
）
（
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
政
令
で
定
め
る
法
律
は
、
次
の
と

公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
政
令
で
定
め
る
法
律
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

お
り
と
す
る
。

一
～
三
十
四

（
略
）

一
～
三
十
四

（
略
）

三
十
五

大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法

三
十
五

大
麻
取
締
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）

律
第
百
二
十
四
号
）

三
十
六
～
四
百
六
十
八

（
略
）

三
十
六
～
四
百
六
十
八

（
略
）
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○

再
生
医
療
等
の
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
二
百
七
十
八
号
）
（
抄
）
（
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
法
第
三
十
五
条
第
四
項
第
三
号
等
の
政
令
で
定
め
る
法
令
）

（
法
第
三
十
五
条
第
四
項
第
三
号
等
の
政
令
で
定
め
る
法
令
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

法
第
三
十
五
条
第
四
項
第
三
号
（
法
第
三
十
六
条
第
二
項
及
び

第
三
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で

定
め
る
法
令
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第

一

大
麻
取
締
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）

百
二
十
四
号
）

二
～
十
三

（
略
）

二
～
十
三

（
略
）
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○

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
九
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
（
抄
）
（
第
五
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
法
第
三
十
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
重
大
な
不
正
行
為
）

（
法
第
三
十
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
重
大
な
不
正
行
為
）

第
十
七
条

（
略
）

第
十
七
条

法
第
三
十
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
重
大
な
不
正
行
為
は

、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
削
る
）

四

大
麻
取
締
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）
第
二
十
四

条
の
二
（
所
持
又
は
譲
渡
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
十
四
条

の
三
（
大
麻
か
ら
製
造
さ
れ
た
医
薬
品
の
他
人
に
対
す
る
施
用
又
は

施
用
の
た
め
の
交
付
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
第
二
十
四
条
の

七
の
罪
に
当
た
る
違
法
な
行
為

四
～
十
二

（
略
）

五
～
十
三

（
略
）

（
法
第
三
十
五
条
の
四
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
重
大
な
不
正
行
為
）

（
法
第
三
十
五
条
の
四
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
重
大
な
不
正
行
為
）

第
二
十
八
条

（
略
）

第
二
十
八
条

法
第
三
十
五
条
の
四
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
重
大
な
不

正
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一

第
十
七
条
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為

一

第
十
七
条
第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為

二
～
十
一

（
略
）

二
～
十
一

（
略
）
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○

国
立
大
学
法
人
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
七
十
八
号
）
（
抄
）
（
第
六
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
二
十
五
条

（
略
）

第
二
十
五
条

次
の
法
令
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
国
立
大
学
法
人
等
を
国

と
み
な
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

削
除

二

大
麻
取
締
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）
第
二
十
二

条
の
三
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で

三
～
六
十
一

（
略
）

三
～
六
十
一

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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○

地
方
独
立
行
政
法
人
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
八
十
六
号
）
（
抄
）
（
第
七
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
他
の
法
令
の
準
用
）

（
他
の
法
令
の
準
用
）

第
四
十
条

（
略
）

第
四
十
条

次
に
掲
げ
る
法
令
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
地
方
独
立
行
政
法

人
（
第
十
号
に
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
法
第
二
十
一
条
第
六
号
に
掲

げ
る
業
務
（
博
物
館
又
は
美
術
館
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
こ
れ

に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
と
き
に
限
り
、
第
二
十
号
及
び
第
二
十
六
号

に
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
公
営
企
業
型
地
方
独
立
行
政
法
人
に
限
る

。
）
を
、
都
道
府
県
（
都
道
府
県
の
加
入
す
る
一
部
事
務
組
合
又
は
広

域
連
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
都
道
府
県
及

び
都
道
府
県
以
外
の
地
方
公
共
団
体
が
設
立
し
た
も
の
に
あ
っ
て
は
当

該
都
道
府
県
と
、
そ
の
他
の
も
の
に
あ
っ
て
は
市
町
村
と
み
な
し
て
、

こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
。

一

削
除

一

大
麻
取
締
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）
第
二
十
二

条
の
三
第
二
項

二
～
二
十
六

（
略
）

二
～
二
十
六

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）
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○

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
十
六
号
）
（
抄
）
（
第
八
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
他
の
法
令
の
準
用
）

（
他
の
法
令
の
準
用
）

第
十
六
条

（
略
）

第
十
六
条

次
の
法
令
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
機
構
を
国
の
行
政
機
関
と

み
な
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
。

一

削
除

一

大
麻
取
締
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）
第
二
十
二

条
の
三
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で

二
～
四
十
三

（
略
）

二
～
四
十
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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○

携
帯
音
声
通
信
事
業
者
に
よ
る
契
約
者
等
の
本
人
確
認
等
及
び
携
帯
音
声
通
信
役
務
の
不
正
な
利
用
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
一
項
第
二
号
の
罪

を
定
め
る
政
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
百
七
十
一
号
）
（
抄
）
（
第
九
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

携
帯
音
声
通
信
事
業
者
に
よ
る
契
約
者
等
の
本
人
確
認
等
及
び
携
帯
音

携
帯
音
声
通
信
事
業
者
に
よ
る
契
約
者
等
の
本
人
確
認
等
及
び
携
帯
音

声
通
信
役
務
の
不
正
な
利
用
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
一
項
第
二

声
通
信
役
務
の
不
正
な
利
用
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
一
項
第
二

号
の
政
令
で
定
め
る
罪
は
、
次
に
掲
げ
る
罪
と
す
る
。

号
の
政
令
で
定
め
る
罪
は
、
次
に
掲
げ
る
罪
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

（
削
る
）

二

大
麻
取
締
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）
第
二
十
四

条
の
二
（
譲
渡
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
罪

二
～
八

（
略
）

三
～
九

（
略
）
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○

独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
二
百
七
十
九
号
）
（
抄
）
（
第
十
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
他
の
法
令
の
準
用
）

（
他
の
法
令
の
準
用
）

第
十
八
条

（
略
）

第
十
八
条

次
の
法
令
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
機
構
を
国
の
行
政
機
関
と

み
な
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
。

一
及
び
二

削
除

一

削
除

二

大
麻
取
締
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）
第
二
十
二

条
の
三
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で

三
～
三
十
一

（
略
）

三
～
三
十
一

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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○

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
四
十
六
号
）
（
抄

）
（
第
十
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
児
童
の
健
全
な
育
成
に
障
害
を
及
ぼ
す
罪
）

（
児
童
の
健
全
な
育
成
に
障
害
を
及
ぼ
す
罪
）

第
一
条

（
略
）

第
一
条

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す

る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
次
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。

）
第
十
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
罪
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一
～
十

（
略
）

一
～
十

（
略
）

（
削
る
）

十
一

大
麻
取
締
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）
第
二
十

四
条
の
二
に
規
定
す
る
罪
（
児
童
か
ら
譲
り
受
け
、
又
は
児
童
に
譲

り
渡
す
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
法
第
二
十
四
条
の
三
に

規
定
す
る
罪
（
大
麻
か
ら
製
造
さ
れ
た
医
薬
品
を
児
童
に
対
し
て
施

用
し
又
は
施
用
の
た
め
交
付
す
る
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、

同
法
第
二
十
四
条
の
七
に
規
定
す
る
罪
（
児
童
に
対
す
る
譲
渡
し
又

は
児
童
か
ら
の
譲
受
け
の
周
旋
を
す
る
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。

）
、
同
法
第
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
罪
又
は
こ
れ
ら

の
罪
（
同
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
二
十
四
条
の
三
第
一
項

及
び
第
二
十
四
条
の
七
に
規
定
す
る
罪
を
除
く
。
）
に
係
る
同
法
第

二
十
七
条
に
規
定
す
る
罪

十
一
～
二
十
五

（
略
）

十
二
～
二
十
六

（
略
）
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○

特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
施
行
令
（
平
成
三
十
一
年
政
令
第
七
十
二
号
）
（
抄
）
（
第
十
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
免
許
等
の
欠
格
事
由
に
係
る
罪
）

（
免
許
等
の
欠
格
事
由
に
係
る
罪
）

第
七
条

（
略
）

第
七
条

法
第
四
十
一
条
第
二
項
第
一
号
ヘ
（
法
第
四
十
三
条
第
四
項
、

第
四
十
五
条
第
二
項
、
第
四
十
六
条
第
二
項
及
び
第
四
十
七
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
罪
は
、
次
に

掲
げ
る
罪
と
す
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第

七

大
麻
取
締
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）
第
二
十
七

百
二
十
四
号
）
第
二
十
七
条
（
同
法
第
二
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三

条
（
同
法
第
二
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
（
同
条
第
二
項
に
係
る

項
（
同
条
第
二
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。

部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
（
同
条

）
の
罪

第
二
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
十
四
条
の
三
第
二
項
（
同

条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
第
三
項
（
同
条
第
二
項
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
並
び
に
第
二
十
五
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る

。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
罪

八
～
四
十
五

（
略
）

八
～
四
十
五

（
略
）

２

（
略
）

２

法
第
四
十
一
条
第
二
項
第
二
号
イ

（
法
第
四
十
三
条
第
四
項
、
第

（ ６ ）

四
十
五
条
第
二
項
、
第
四
十
六
条
第
二
項
、
第
四
十
七
条
第
二
項
及
び

第
四
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で

定
め
る
罪
は
、
次
に
掲
げ
る
罪
と
す
る
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

（
削
る
）

九

大
麻
取
締
法
第
二
十
五
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る

。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
第
二
十
七
条
（
同
法
第
二

十
五
条
第
一
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
罪

九
～
四
十
七

（
略
）

十
～
四
十
八

（
略
）

（
認
可
主
要
株
主
等
に
係
る
認
可
の
欠
格
事
由
に
係
る
罪
）

（
認
可
主
要
株
主
等
に
係
る
認
可
の
欠
格
事
由
に
係
る
罪
）
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第
八
条

法
第
六
十
条
第
二
項
第
一
号
ロ
の
政
令
で
定
め
る
罪
は
、
前
条

第
八
条

法
第
六
十
条
第
二
項
第
一
号
ロ
の
政
令
で
定
め
る
罪
は
、
前
条

第
二
項
第
一
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
罪
と
す
る
。

第
二
項
第
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
罪
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

第
十
七
条

法
第
百
十
六
条
第
二
項
第
二
号
（
法
第
百
十
七
条
第
四
項
に

第
十
七
条

法
第
百
十
六
条
第
二
項
第
二
号
（
法
第
百
十
七
条
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
罪
は
、
第
七
条

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
罪
は
、
第
七
条

第
二
項
各
号
（
第
十
三
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る

第
二
項
各
号
（
第
十
四
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る

罪
と
す
る
。

罪
と
す
る
。

（
許
可
等
の
欠
格
事
由
に
係
る
罪
）

（
許
可
等
の
欠
格
事
由
に
係
る
罪
）

第
二
十
七
条

（
略
）

第
二
十
七
条

法
第
百
四
十
五
条
第
二
項
第
一
号
ハ
（
法
第
百
四
十
六
条

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
罪
は

、
第
七
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
罪
と
す
る
。

２

法
第
百
四
十
五
条
第
二
項
第
二
号
イ

（
法
第
百
四
十
六
条
第
四
項

２

法
第
百
四
十
五
条
第
二
項
第
二
号
イ

（
法
第
百
四
十
六
条
第
四
項

（ ２ ）

（ ２ ）

及
び
第
百
四
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

及
び
第
百
四
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

政
令
で
定
め
る
罪
は
、
第
七
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
に

政
令
で
定
め
る
罪
は
、
第
七
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で

掲
げ
る
罪
（
刑
法
第
百
七
十
四
条
、
第
百
七
十
五
条
及
び
第
百
八
十
三

に
掲
げ
る
罪
（
刑
法
第
百
七
十
四
条
、
第
百
七
十
五
条
及
び
第
百
八
十

条
の
罪
を
除
く
。
）
と
す
る
。

三
条
の
罪
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
特
定
の
業
務
に
従
事
す
る
者
の
確
認
の
欠
格
事
由
に
係
る
罪
）

（
特
定
の
業
務
に
従
事
す
る
者
の
確
認
の
欠
格
事
由
に
係
る
罪
）

第
三
十
二
条

法
第
百
五
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
十

第
三
十
二
条

法
第
百
五
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
十

六
条
第
二
項
第
二
号
（
法
第
百
五
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

六
条
第
二
項
第
二
号
（
法
第
百
五
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
百
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令

法
第
百
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令

で
定
め
る
罪
は
、
第
七
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
及
び
第

で
定
め
る
罪
は
、
第
七
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
及
び
第

二
十
号
に
掲
げ
る
罪
（
刑
法
第
百
七
十
四
条
、
第
百
七
十
五
条
及
び
第

二
十
一
号
に
掲
げ
る
罪
（
刑
法
第
百
七
十
四
条
、
第
百
七
十
五
条
及
び

百
八
十
三
条
の
罪
を
除
く
。
）
と
す
る
。

第
百
八
十
三
条
の
罪
を
除
く
。
）
と
す
る
。


